
総
務
省
統
計
局
（
栃
木
県
）
で
は
、

令
和
3
年
10
月
20
日
現
在
で
社
会
生
活

基
本
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
の
目
的
は
、
わ
た
し
た
ち

が
１
日
の
う
ち
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を

仕
事
、
家
事
、
地
域
で
の
活
動
な
ど
に

費
や
し
て
い
る
か
、
過
去
１
年
間
の
自

由
時
間
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
た

か
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
、
仕
事
と
生

活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
）
の
推
進
、
少
子
高
齢
化
対
策
な

ど
の
政
策
に
必
要
な
基
礎
資
料
を
得
る

こ
と
で
す
。

10
月
上
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
、
調

査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
調
査
員
が
伺

い
ま
す
の
で
、
調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解

い
た
だ
き
、回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

栃
木
県
統
計
課
人
口
労
働

統
計
担
当　

☎
０
２
８
‐
６
２
３
‐
２
２
４
６

令
和
３
年
度
高
齢
者
叙
勲
で
、
相
馬

道
雄
さ
ん
（
丸
山
）
が
旭
日
単
光
章
を

受
章
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
章
は
、
社
会

の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
顕
著
な
功
績
を

挙
げ
た
方
に
与
え
ら
れ
る
勲
章
で
す
。

相
馬
さ
ん
は
、
役
場
を
退
職
後
、
町

議
会
議
員
と
し
て
、
平
成
11
年
か
ら
平

成
23
年
ま
で
の
３
期
12
年
に
わ
た
り
、

議
会
の
円
滑
な
運
営
に
尽
く
す
と
と
も

に
町
の
振
興
発
展
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

在
職
中
、
町
監
査
委
員
、
総
務
常
任

委
員
長
、
民
生
文
教
常
任
委
員
長
・
副

委
員
長
、
建
設
常
任
副
委
員
長
を
歴
任

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
町
農
業
委
員
、

町
企
画
審
議
会
会
長
、
大
清
水
用
水
土

地
改
良
区
理
事
長
な
ど
を
歴
任
さ
れ
た

ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
優
れ
た
手

腕
を
発
揮
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
度
の
受
章
に
「
周
囲
の
方
々
と

信
頼
し
合
い
、
常
に
感
謝
の
気
持
ち
を

持
つ
こ
と
を
大
切
に
し
て
き
た
。
今
ま

で
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
心
か
ら

感
謝
し
て
い
ま
す
」
と
周
囲
の
方
々
へ

の
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
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令
和
３
年
社
会
生
活
基
本
調
査
を
実
施
し
ま
す

高齢者叙勲
相馬道雄さんが旭日単光章を受章

高齢者叙勲
相馬道雄さんが旭日単光章を受章

8月のカレンダー

8月 10日(火)
11日(水)

祝日の移動にご注意ください祝日の移動にご注意ください祝日の移動にご注意ください

次
の
日
程
で
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。
平
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
け
取
り
が
で
き
な
い
方
は
、
こ
の
機

会
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、

ご
利
用
の
際
は
必
ず
事
前
予
約
を
お
願

い
し
ま
す
。（
当
日
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
）

※
予
約
が
な
い
場
合
は
窓
口
を
開
設
し

ま
せ
ん
。

▼
日
　
時　

９
月
25
日
㈯
、
26
日
㈰

▼
時
　
間　

午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後

１
時
〜
４
時

▼
場
　
所　

住
民
生
活
課（
本
庁
１
階
）

▼
問
合
せ　

住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

☎
72 

６
９
０
８

く
み
取
り
式
ト
イ
レ
ま
た
は
単
独
処

理
浄
化
槽
を
合
併
処
理
浄
化
槽
に
転
換

す
る
場
合
等
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
　
象　

公
共
下
水
道
供
用
お
よ
び

認
可
区
域
外
の
一
般
住
宅
（
た
だ
し
、

併
用
住
宅
は
住
居
部
分
の
床
面
積
が

延
べ
床
面
積
の
２
分
の
１
を
超
え
る

も
の
）
で
、
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
ま

た
は
単
独
処
理
浄
化
槽
を
合
併
処
理

浄
化
槽
に
転
換
す
る
場
合
（
既
存
の

単
独
処
理
浄
化
槽
は
全
て
撤
去
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
）
等
で
、
国
の
基

準
に
合
っ
た
10
人
槽
以
下
の
も
の
を

設
置
す
る
方

▼
補
助
金
額

・
５
人
槽　
　
　

３
５
２
，
０
０
０
円

・
７
人
槽　
　
　

４
４
１
，
０
０
０
円

・
10
人
槽
（
二
世
帯
住
宅
に
限
る
）

　
　
　
　
　
　
　

５
８
８
，
０
０
０
円

※
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄

化
槽
に
転
換
す
る
場
合
は
、
単
独
処
理

浄
化
槽
撤
去
費
用
の
２
分
の
１
（
５
万

円
を
限
度
）
の
額
を
加
算
し
ま
す
。

【
浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
】

浄
化
槽
の
正
常
な
機
能
を
保
つ
た
め

に
、
定
期
的
な
保
守
点
検
・
清
掃
・
水

質
検
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
保
守
点
検

年
に
３
回
〜
４
回
の
保
守
点
検
が
必

要
で
す
。
県
に
登
録
し
て
い
る
保
守
点

検
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
清
　
掃

毎
年
１
回
以
上
の
清
掃
が
必
要
で
す
。

許
可
清
掃
業
者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

○
水
質
検
査
（
法
定
検
査
）

毎
年
１
回
の
受
検
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
（
県
内
で
は
、
栃
木
県
浄

化
槽
協
会
が
指
定
検
査
機
関
で
す
）

▼
問
合
せ

○
上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
係

☎
72 

６
９
１
９

○
栃
木
県
浄
化
槽
協
会

☎
０
２
８
‐
６
３
３
‐
１
６
５
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付

の
休
日
窓
口
の
ご
案
内

（
予
約
者
限
定
）

令
和
３
年
度
合
併
処
理
浄
化
槽

設
置
補
助
金
制
度
の
ご
案
内

マイナンバー

7日(土)
8日(日) 山の日
9日(祝) 振替休日


